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〜事前準備編〜

退職互助部 療養費給付⾦
電⼦申請利⽤の⼿引き



● 申請には、「退職組合員番号」が必要です。
退職組合員証でご確認ください。

2

申請前にご準備ください



● 添付書類の画像が必要です。
「医療費のお知らせ（医療費通知）」

※電⼦申請では、「領収書」による請求⼿続きはできません。
「医療費のお知らせ」は加⼊されている健康保険（共済組合、国保、後期⾼齢医療保

険等）で発⾏されます。（発⾏時期や掲載期間、⾃動発⾏の有無は健康保険により取
り扱いが異なります。）
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申請前にご準備ください



● 「医療費のお知らせ（医療費通知）」の確認

① お⼿持ちの「領収書」と照合し、記載されていないもの
がないかご確認ください。

→ 記載されていないもの（保険診療分に限る）が
あった場合は、紙での申請をお願いします。

※請求の⽅法は、⽀部⼜はおしば集中事務センターにご確認ください。
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申請前にご準備ください



● 「医療費のお知らせ（医療費通知）」の確認

② ＜⼊院分の請求がある⽅＞ ご注意ください︕
「医療費のお知らせ」の記載額には、給付対象

外である入院時の「食事療養費」が含まれてい
る場合があります

お⼿持ちの「領収書」と照合の結果、「⾷事療養費」が含まれて
いた場合は、請求前に、おしば集中事務センターへご連絡ください。

5

申請前にご準備ください



● 「医療費のお知らせ（医療費通知）」の確認

③ 請求できる年⽉をご確認ください

「支払った医療費の額（自己負担額）」の１の位を四捨五入した額が対象額となります。
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詳細は、「退職互助部利用のしおり」（Ｐ６）をご覧ください。

https://gojomaru.com/kumiai/rm/shiori.html

申請前にご準備ください



● 「医療費のお知らせ（医療費通知）」の確認

＜69歳以下の⽅＞
調剤薬局は、処方箋を発行した医療機関と線でつなげてください
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申請前にご準備ください

※70歳以上の方が請求する場合、記載は不要です



● 添付書類画像の準備について
＜注意事項＞
① ＰＤＦファイルは添付できません（⾮対応）

画像データ形式（JPG, TIFF, PNG等）で
ご準備ください

※PDF（Portable Document Format）とは・・・

Adobe Systemsが1993年に開発した電子文書フォーマットです。
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申請前にご準備ください



● 添付書類画像の準備について
＜注意事項＞
② 画像は、“鮮明なもの”をご準備ください。

※申請内容を添付画像と照合するときに、確認します。
不鮮明で内容が確認できない場合、申請をお戻しします。

（再度、最初から申請が必要となりますので、ご了承ください。）
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申請前にご準備ください



● 添付書類画像の準備について
＜注意事項＞
③ 画像は、“正しい向き”で準備(撮影等)してください。

※システム仕様上、画像の回転できないため、ご協⼒ください。

横向き 逆向き
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申請前にご準備ください



● 添付書類画像の準備について
＜注意事項＞
④ 画像は、“全⾯”を写してください。

※明細のページに⽒名が記載されていない場合は、⽒名が記載されている
ページも⽤意してください。
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申請前にご準備ください



参考︓申請画⾯での添付書類画像の添付について

添付後、サムネイル（縮小）画像を

クリック（タップ）すると拡大して、

添付画像を確認できます。

拡大して、画像が正しい向き、鮮明であるか等確認してください。

「医療費のお知らせ」が複数枚に

亘る場合、画像を順番に添付します。
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申請前にご準備ください



● スマートフォン等で申請する場合
申請フォームで、画像を添付する際に、「医療費のお知らせ」を

撮影することも可能ですが、事前準備を推奨します。

参考：iOS（iPhone）画面

【推奨】予め撮影した画像を添付します。

添付する画像を撮影できます。

※画像の向きを確認のうえ、添付してく

ださい。（横向き、逆向きのまま、添付

しないよう注意してください。）
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申請前にご準備ください
参考︓申請画⾯での添付書類画像の添付について


